
坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務

（以下、「本業務」という。）を委託するにあたって、受託候補者を選定するために実施す

る公募型プロポーザルに必要な事項を定めるものである。 

 

１．業務の目的 

 坂井市海浜自然公園（以下、「海浜自然公園」という。）は、「越前加賀海岸国定公園」の

第２種特別地域内に立地する広大な自然公園である。自然学習センターやバーベキュー場、

芝生広場等で構成されており、野外レクリエーション活動を行うことができる公園として、

年間２０，０００人以上が利用する市内有数の施設となっている。一方で、広大な敷地すべ

ての管理が困難であることから、施設の大部分が低未利用地となっており、施設の持つ潜在

的な価値を十分に発揮できない状況となっている。また、竣工から３０年以上が経過してい

ることから、全体的な老朽化が顕著となっている。坂井市では、令和３年度において「坂井

市海浜自然公園再整備基本構想（以下、「基本構想」という。）」を策定しており、海浜自然

公園の再整備に向けたメインコンセプト等を示している。 

本業務は、基本構想に基づく民間活力を活用した整備に向けて、導入機能、ゾーニング、

概算事業費等をとりまとめた基本計画を策定するとともに、設計・建設から維持管理・運営

までを効率的に推進できるよう最適な官民連携による事業手法等を検討することを目的と

する。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務 

（２）業務内容 

別添する「業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日から令和６年３月１５日（金）まで 

（４）見積限度額 

  ２０，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．参加要件 

 次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（１）本業務に類する官民連携事業に関する導入可能性調査業務（自然公園又は都市公園等）

を国又は地方公共団体から受託した実績を有していること。 

（２）法人格を有していること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（４）法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納していないこと。 



（５）参加申込書の受付期間において、国、地方自治体の競争入札に関し、指名停止の措置

を受けていないこと。 

（６）参加申込書の受付期間において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）１７条の

規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２

１条の規定に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５

号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（７）次の①から⑤までのいずれにも該当しないこと。 

  ① 役員等（役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者。 

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者。 

  ⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

（８）本業務を複数の事業者が共同企業体を結成して参加申込する場合、各構成員について

も上記（２）から（７）の要件を満たしていること。なお、（１）については、構成

員の１者が満たしていればよい。 

 

４．公募に係るスケジュール 

内 容 日 時 

公募開始（公告） 令和５年５月２２日（月） 

質問書受付期限 令和５年５月２９日（月）正午 

質問書に対する回答期限 令和５年５月３１日（水） 

参加申込書受付期限 令和５年６月１２日（月）午後５時 

企画提案書受付期限 令和５年６月１６日（金）午後５時 

プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和５年６月下旬（予定） 

選考結果通知・契約締結・事業開始 令和５年７月上旬（予定） 

 

５．質問の受付及び回答 

（１）提出方法 

  質問書受付期限までに、質問書【様式８】に質問内容を記入の上、電子メールにて提出

すること。なお、提出する際の件名は「海浜自然公園公募に関する質問（業者名）」とす

ること。 

 



（２）電子メール提出先 

  kankou@city.fukui-sakai.lg.jp 

（３）回答方法 

  質問及び回答については、質問書に対する回答期限までに坂井市ホームページにて掲

載する。 

（４）留意事項 

  ① 電話やファックス等、様式以外の方法での質問は受け付けない。 

  ② 企画提案の審査に係る質問は受け付けない。 

 

６．参加申込書の提出 

（１）提出書類及び部数 

  次の書類について提出区分に従い、各１部を提出すること。 

提出書類 留意事項 
提出区分 

単体 共同 

参加申込書【様式１】 単独での参加申込の場合、提出すること。 〇 - 

参加申込書【様式２】 
共同企業体での参加申込の場合、提出する

こと。 
- 〇 

誓約書【様式３】 
印鑑は実印を押印すること。（法務局が証

明する代表者の印鑑） 
〇 〇 

事業者概要書【様式４】  〇 〇 

類似業務実績書【様式５】  〇 〇 

共同企業体協定書 

【様式６】 
共同企業体の構成は、３者を上限とする。 - 〇 

履歴事項全部証明書 

（写し可） 
発行後３カ月を超えないもの。 〇 〇 

直近１カ年分の貸借対照

表及び損益計算書（写し） 
 〇 〇 

（２）提出方法 

  持参又は郵送にて提出すること。 

① 持参の場合 

平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に持参すること。 

② 郵送の場合 

封筒に「坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務

関係書類在中」と朱書きの上、配達までの送達過程の記録が確認できるよう簡易書留等

にて郵送すること。 



（３）提出先 

「１３．書類提出及び問い合わせ先」のとおり 

（４）参加の辞退 

  参加申込書提出後に、辞退する場合は辞退届【様式９】を速やかに提出すること。 

 

７．企画提案書の提出 

（１）提出書類及び部数 

  次の書類について、企画提案書を１０部、参考見積書を１部、提出すること。 

提出書類 留意事項 

企画提案書 

（任意様式） 

① Ａ４版、左綴じとすること。 

 （図表等は必要に応じてＡ３サイズの折り込みも可） 

② 表紙に「坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導

入可能性調査業業務企画提案書」及び「業者名」を記載すること。 

③ 別添する仕様書に基づく、次の内容を含んだ具体的な提案である

こと。 

 ・再整備のイメージ 

 ・業務実施方針に関すること。 

・業務実施体制（人員配置、経験、資格等）に関すること。 

 ・業務実施スケジュールに関すること 

 ・その他、独自の企画提案に関すること。 

④ 提出できる企画提案書は１案とする。 

⑤ 受付期限後の企画提案書の再提出や追加、差替え等は認めない。 

参考見積書 

【様式７】 

（任意様式） 

① 印鑑は実印を押印すること。（法務局が証明する代表者の印鑑） 

② 見積限度額２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含

む。）を超えないこと。なお、見積限度額を上回った場合は、審査

の対象としない。 

③ 見積額の積算根拠が分かるよう内訳明細書を添付すること。 

（２）提出方法 

  持参又は郵送にて提出すること。 

① 持参の場合 

平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に持参すること。 

② 郵送の場合 

封筒に「坂井市海浜自然公園再整備基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務

関係書類在中」と朱書きの上、配達までの送達過程の記録が確認できるよう簡易書留等

にて郵送すること。 

（３）提出先 

「１３．書類提出及び問い合わせ先」のとおり 



８．審査会（プレゼンテーション及びヒアリング審査）の実施 

（１）日時及び場所 

  企画提案書を提出した事業者に対し、別途通知する。 

（２）実施方法 

  学識経験者等の審査員による選定審査会を設置し、評価する。 

  ① 説明者は４名以内とする。（共同企業体の場合は６名以内） 

  ② プレゼンテーションは提出した企画提案書に基づき、２０分以内とする。 

  ③ プレゼンテーションにおいて、パワーポイント等を用いる場合は、坂井市の用意す

るプロジェクター（接続：ＨＤＭＩケーブル）を使用することができる。その際は、

ノートパソコンを持参すること。※令和５年６月１６日（金）までに申し出ること。 

  ④ プレゼンテーションに係るヒアリングは１０分程度とする。 

  ⑤ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開にて実施する。 

 

９．選定方法 

（１）審査項目と配点 

  選定審査会は、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき、次の項目について総合的

に審査し、評価する。 

審査項目 審査内容 配点 

全体 
業務目的の達

成、理解度 
業務目的や背景等を十分に理解しているか。 １０ 

提案内容 

基本計画策定 

基本構想のコンセプトや方向性をもとに、導入

機能・施設計画の条件等が整理されているとと

もに、具体的にその方法が示されているか。 

２０ 

民間活力導入 

可能性調査 

事業スキームの検討、その効果及び課題の整理が

されているとともに、最適な官民連携による事業

手法の確立に向けた具体的な方法が示されてい

るか。 

２０ 

実施体制 

業務実施体制 
提案内容を実現できる人員配置や役割分担がさ

れているか。 
１０ 

スケジュール 
業務の履行に必要となる現実的なスケジュール

が示されているか。 
１０ 

実績 業務実績 
類似業務の履行実績があり、今回の業務を実施す

る上で、十分な経験を有しているか。 
１５ 

見積額 見積額の妥当性 提案内容と見積額が妥当であるか。 １０ 

その他 独自提案 
本事業の効果を高める独自性のある提案がされ

ているか。 
５ 

合計 １００ 

 



（２）受託候補者の選定 

  選定審査会の終了後、各審査員が企画提案書等の採点を行い、評価点の合計が最も高い

事業者を受託候補者として選定する。 

（３）選定結果の通知 

  選定の結果は、審査会に参加した事業者宛に郵送にて通知するとともに、坂井市ホーム

ページにおいて公表する。通知及び公表内容は、受託候補者の名称及び評価点合計とする。 

（４）留意事項 

参加申込書及び企画提案書の提出が１者である場合は、全審査員の評価点の平均が６

０点以上で合格とする。平均が６０点未満の場合、又は参加申込書及び企画提案書の提

出がない場合は、再度公告して申込書等の提出期限を延長するものとする。その際、必要

に応じて参加資格の変更又は履行期間の変更等を行うことがある。 

 

１０．契約の締結 

（１）当該契約にあたり企画提案内容（参考見積内容を含む。）をもって契約にはいたらな

い。企画提案書に記載された内容を基本とするが、業務内容の詳細について受託候補

者と坂井市の協議により内容を確定し、随意契約にて当該業務実施に係る委託業務

を締結する。 

（２）受託候補者が正当な理由なく契約しない場合、又は協議が整わなかった場合は、審査

会における次点の事業者と契約について協議する。 

（３）契約の締結に際し、契約保証金として契約金額の１０分の１以上の額を納付すること。

ただし、坂井市財務規則第１３７条に該当する場合は、この限りではない。 

 

１１．失格要件 

次に掲げる要件に該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類の不足、虚偽の記載があった場合。 

（２）本実施要領に定める提出書類の作成及び条件等を逸脱した提案であった場合。 

（３）指定する審査会の集合時間に遅刻した場合。 

（４）審査の透明性、公平性を害する行為があった場合。 

（５）審査員に対し、選定に係る接触の事実が認められた場合。 

 

１２．その他の留意事項 

（１）提出書類の作成やプロポーザルに係る一切の経費については、事業者の負担とする。 

（２）全て提出書類は返却しない。 

（３）提出書類は、選定手続きに必要な範囲において複製することがある。 

（４）本プロポーザルにより知り得た情報は、他者に漏らしてはならない。 

（５）本実施要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその関係法令

並びに個人情報の保護に関する法律、坂井市財務規則及びその他の坂井市が制定す

る関係条例、規則等に従うものとする。 

 



１３．書類提出及び問い合わせ先 

 〒９１９－０５９２ 福井県坂井市坂井町下新庄１－１ 

坂井市産業政策部観光交流課観光拠点整備推進室 

 電 話：０７７６－５０－３１５５（直通） 

 メール：kankou@city.fukui-sakai.lg.jp 


